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高齢者・障がい者ならびに同和地区の人権に関する市民意識について 

玉置好徳 

はじめに 

本調査の結果を踏まえて、本稿では「１．高齢者や障がい者に関する人権についての考え方」と「２．同

和地区に関する人権についての考え方」について検討したうえで、「３．考察と提言」において若干の私見

を述べる。 

 

１．高齢者や障がい者に関する人権についての考え方（問 7） 

ここでは、高齢者や障がい者に関する人権の考え方（問 7）の各選択肢を、「(1)入居拒否について」「(2)

就職について」「(3)結婚や子育てについて」「(4)特殊詐欺などの犯罪被害について」「(5)要介護者などの自

己主張について」に分類して考察した。 

その方法は、各設問のクロス集計表における全体、性別および年代の各カテゴリーの「そう思う」と「そ

う思わない」の最大値を取り上げて比較検討した。なお、より正確を期すために「どちらかといえば…」と

の合算は採用しなかった。 

 

(1)入居拒否について 

イ．高齢者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ 

 

全体では、「そう思う」が 30.０％、「そう思わない」が 2.9％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 34.2％、女性が 26.5％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合が高

い。その一方で、「そう思わない」でも男性が 6.0％、女性が 0.9％と、人権侵害とは思わない割合も男性が

上回っている。 

年齢別では、「そう思う」では 60～69 歳の 39.6％が最も高く、次いで 70 歳以上の 37.3％である。3番目

は 16～19 歳の 36.9％である。 

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 30.0 41.9 17.0 7.1 2.9 1.0

男性 234 34.2 33.8 18.8 6.4 6.0 0.9

女性 336 26.5 47.6 16.1 7.7 0.9 1.2

16～19歳 65 36.9 21.5 24.6 9.2 7.7 0.0

20～29歳 74 18.9 33.8 27.0 12.2 8.1 0.0

30～39歳 71 22.5 46.5 12.7 9.9 8.5 0.0

40～49歳 78 12.8 50.0 19.2 12.8 5.1 0.0

50～59歳 115 33.0 37.4 19.1 7.0 1.7 1.7

60～69歳 101 39.6 43.6 13.9 2.0 1.0 0.0

70歳以上 150 37.3 37.3 16.7 4.7 1.3 2.7

年
齢

全体

性
別
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「そう思わない」では、30～39 歳の 8.5％が最も高く、次いで 20～29 歳の 8.1％である。3 番目は 16～

19 歳の 7.7％である。 

以上から、実際に入居拒否に直面する可能性が高い高齢世代では人権侵害ととらえる割合が高くなる一方

で、若い世代では割合が低くなる傾向がある。 

 

カ．障害者が一人暮らしを理由にマンションなどの入居を拒否されることは問題だ 

 

全体で見ると「そう思う」が 28.1％、「そう思わない」が 3.8％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 33.3％、女性が 23.8％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合が高

い。また、「そう思わない」では男性が 3.8％、女性が 3.9％と、人権侵害とは思わない割合は女性の方が若

干高い。 

年齢別では、「そう思う」では 16～19 歳の 46.2％が最も高く、次いで 60～69 歳の 36.6％である。また、

「そう思わない」では、20～29 歳の 8.1％が最も高く、次いで 16～19 歳と 40～49 歳の 7.7％である。 

以上から、障がい者への入居拒否については、各世代のとらえ方にばらつきがあることが分かった。 

 

  

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 28.1 35.0 26.5 5.5 3.8 1.0

男性 234 33.3 31.6 22.6 7.7 3.8 0.9

女性 336 23.8 37.5 29.5 4.2 3.9 1.2

16～19歳 65 46.2 21.5 13.8 10.8 7.7 0.0

20～29歳 74 20.3 28.4 31.1 12.2 8.1 0.0

30～39歳 71 18.3 32.4 32.4 14.1 2.8 0.0

40～49歳 78 14.1 37.2 37.2 3.8 7.7 0.0

50～59歳 115 29.6 36.5 24.3 4.3 3.5 1.7

60～69歳 101 36.6 36.6 19.8 4.0 3.0 0.0

70歳以上 150 32.7 36.7 23.3 3.3 1.3 2.7

年
齢

全体

性
別
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(2)就職について 

ア．高齢者の就職が困難であったり、労働条件が悪くなることは、人権侵害である 

 

全体で見ると「そう思う」が 15.8％、「そう思わない」が 8.0％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 20.5％、女性が 11.3％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合が高

い。なお、「そう思わない」でも男性が 13.2％、女性が 4.5％と、人権侵害とは思わない割合も男性が上回

っている。 

年齢別では、「そう思う」で最も高いのが 60～69 歳の 21.8％、次いで 50～59 歳の 18.3％である。また、

「そう思わない」では、16～19 歳の 21.5％が最も高く、次いで 20～29 歳の 14.9％である。 

以上から、実際に高齢者雇用に該当する世代では人権侵害ととらえる割合が高くなる一方で、若い世代で

は割合が低くなる傾向がある。 

 

キ．民間企業は利益が第一なので、障害者の雇用が進まなくても仕方がない 

 

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 3.5 10.2 29.3 22.9 33.1 1.0

男性 234 6.0 15.0 25.6 17.1 35.5 0.9

女性 336 1.8 6.8 32.1 26.8 31.3 1.2

16～19歳 65 15.4 20.0 29.2 18.5 16.9 0.0

20～29歳 74 4.1 12.2 36.5 18.9 28.4 0.0

30～39歳 71 5.6 18.3 28.2 26.8 21.1 0.0

40～49歳 78 1.3 10.3 34.6 20.5 33.3 0.0

50～59歳 115 2.6 8.7 28.7 27.8 30.4 1.7

60～69歳 101 2.0 5.9 24.8 18.8 48.5 0.0

70歳以上 150 3.3 9.3 30.0 20.0 34.7 2.7

年
齢

全体

性
別

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 15.8 27.6 29.8 17.7 8.0 1.2

男性 234 20.5 18.4 25.6 20.9 13.2 1.3

女性 336 11.9 33.6 33.3 15.5 4.5 1.2

16～19歳 65 7.7 32.3 20.0 18.5 21.5 0.0

20～29歳 74 13.5 25.7 36.5 9.5 14.9 0.0

30～39歳 71 15.5 28.2 14.1 33.8 8.5 0.0

40～49歳 78 6.4 23.1 30.8 28.2 11.5 0.0

50～59歳 115 18.3 25.2 35.7 13.0 6.1 1.7

60～69歳 101 21.8 23.8 34.7 9.9 9.9 0.0

70歳以上 150 16.7 30.0 31.3 13.3 5.3 3.3

年
齢

全体

性
別
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全体で見ると「そう思う」が 3.5％、「そう思わない」が 33.1％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 6.0％、女性が 1.8％と、男性の方がこれを仕方ないととらえる割合が高

い。その一方で、「そう思わない」は男性が 35.5％、女性が 31.3％と、男性の方がやや上回ってはいるが、

どちらも仕方ないと思うよりも思わない方の割合が高くなる。 

年齢別では、「そう思う」は 16～19 歳の 15.4％が他と比べて際立って高い。また、「そう思わない」で

は、60～69 歳の 48.5％が最も高く、次いで 70 歳以上の 34.7％である。 

 以上から、就労に関する障壁については、若い世代よりも高齢世代の方が、その対象が高齢者でも障がい

者でも人権侵害としてとらえる傾向が強い。 

 

(3)結婚や子育て 

オ．障害者が結婚したり、子どもを育てることに、周囲が反対することは人権侵害である 

 

 

全体では、「そう思う」が 31.0％、「そう思わない」が 7.5％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 37.2％、女性が 26.2％と、男性の方がこれを人権侵害と思う割合が高

い。その一方で、「そう思わない」でも男性が 8.1％、女性が 6.8％と、人権侵害とは思わない割合も男性が

上回っている。 

年齢別では、「そう思う」は 60～69 歳の 42.6％が最も高く、次いで 16～19 歳の 41.5％である。また、

「そう思わない」は、20～29 歳の 17.6％が最も高く、次いで 40～49 歳の 14.1％である。 

以上から、障がい者の結婚や出産に反対することについては、年少世代と高齢世代で人権侵害ととらえる

割合が高くなる一方で、中間世代ではこれを人権侵害ととらえる割合が低くなる傾向がある。 

 

  

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 31.0 29.6 23.7 7.1 7.5 1.0

男性 234 37.2 27.4 20.5 6.0 8.1 0.9

女性 336 26.2 31.5 26.2 8.0 6.8 1.2

16～19歳 65 41.5 26.2 15.4 7.7 9.2 0.0

20～29歳 74 23.0 31.1 16.2 12.2 17.6 0.0

30～39歳 71 16.9 29.6 31.0 12.7 9.9 0.0

40～49歳 78 19.2 26.9 33.3 6.4 14.1 0.0

50～59歳 115 33.0 31.3 21.7 7.0 5.2 1.7

60～69歳 101 42.6 27.7 24.8 3.0 2.0 0.0

70歳以上 150 35.3 30.7 20.0 6.0 5.3 2.7

年
齢

全体

性
別
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(4)特殊詐欺などの犯罪被害について 

ウ．悪徳商法や詐欺などによる被害が多いのは、高齢者の注意が足りないからだ 

 

全体では、「そう思う」が 4.7％、「そう思わない」が 33.1％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 6.4％、女性が 3.3％と、男性の方が被害の原因を本人の注意不足、すな

わち自己責任と思う割合が高い。なお、「そう思わない」でも男性が 27.4％、女性が 37.5％と、自己責任と

は思わない割合も女性が上回る。 

年齢別では、「そう思う」では 16～19 歳の 13.8％が最も高く、次いで 70 歳以上の 10.7％である。また、

「そう思わない」では、40～49 歳の 55.1％が最も高く、次いで 50～59 歳の 38.3％である。 

以上から、高齢者の詐欺被害に対しては、高齢と年少世代で自己責任ととらえる割合が高くなる一方で、

中間世代ではこれを自己責任ととらえる割合が低くなる傾向がある。 

 

(5)要介護者などの自己主張について 

エ．介護や介助を受ける高齢者や障害者が、あまりあれこれ自己主張するのはよくない  

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 4.7 15.1 24.4 21.7 33.1 1.0

男性 234 6.4 20.9 25.2 19.2 27.4 0.9

女性 336 3.3 11.0 23.8 23.2 37.5 1.2

16～19歳 65 13.8 16.9 21.5 30.8 16.9 0.0

20～29歳 74 2.7 24.3 16.2 27.0 29.7 0.0

30～39歳 71 2.8 19.7 18.3 28.2 31.0 0.0

40～49歳 78 1.3 10.3 7.7 25.6 55.1 0.0

50～59歳 115 1.7 9.6 26.1 22.6 38.3 1.7

60～69歳 101 3.0 13.9 27.7 19.8 35.6 0.0

70歳以上 150 10.7 17.3 32.7 15.3 21.3 2.7

年
齢

全体

性
別

（単位：％）

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

577 5.9 17.7 34.5 21.8 18.9 1.2

男性 234 9.0 22.6 33.8 17.9 15.4 1.3

女性 336 3.6 14.0 34.8 24.7 21.7 1.2

16～19歳 65 16.9 30.8 21.5 16.9 13.8 0.0

20～29歳 74 10.8 23.0 21.6 24.3 20.3 0.0

30～39歳 71 11.3 16.9 28.2 19.7 23.9 0.0

40～49歳 78 2.6 11.5 35.9 29.5 20.5 0.0

50～59歳 115 4.3 15.7 39.1 20.0 19.1 1.7

60～69歳 101 2.0 18.8 34.7 23.8 20.8 0.0

70歳以上 150 7.3 18.0 38.0 19.3 14.0 3.3

年
齢

全体

性
別
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全体では、「そう思う」が 5.9％、「そう思わない」が 18.9％となっている。 

性別では、「そう思う」は男性が 9.0％、女性が 3.6％と、男性の方が自己主張すべきでないと思う割合が

高い。また、「そう思わない」では男性が 15.4％、女性が 21.7％と、自己主張すべきでないとは思わない割

合は女性の方が高い。 

年齢別では、「そう思う」では 16～19 歳の 16.9％が最も高く、次いで 30～39 歳の 11.3％である。また、

「そう思わない」では、30～39 歳の 23.9％が最も高く、次いで 60～69 歳の 20.8％である。 

以上から、要介護高齢者などの自己主張に対しては、年少世代ではすべきでないととらえる割合が高くな

る一方で、中間世代以上では割合が低くなる傾向がある。 

 

２．同和地区に関する人権についての考え方 

 ここでは、問９～問 11 の同和地区に関する人権の考え方について分析する。 

 その方法は、高齢者や障がい者に関する設問と同様に、全体、性別および年代の各カテゴリーでの最大値

を比較検討する。また必要に応じて前回との比較検討を行う。 

 

(1)結婚について 

問 9．あなたの親類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で、そのことを理由に家族から結婚を反

対されているとします。あなたがその親類から相談を受けた場合、どのような態度をとると思いますか。

（○は１つ）(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和地区出身者との結婚を反対されている親類に対する態度について尋ねたところ、「慎重に考えたほう

がよいと言う」が 25.6％で最も高かった。なお、問 13 の(イ)「自分の身内は同和地区出身者とは結婚して

ほしくない」でも、「そう思う」8.3％、「どちらかといえばそう思う」20.1％の合計 28.4％であるので、両

設問はほぼ近似値である。これらから、結婚によって同和地区出身者が親族となることに対して否定的な層

が一定程度いるのではないかと考えられる。 

また、前回（2019 年調査）でも、「慎重に考えたほうがよいと言う」が 28.2%で最も高かったので、若干

数値が下がったとはいえ、その傾向は続いている。 

（単位：％）

合
計

反
対
す
る
家
族
を

説
得
す
る
な
ど
、

力
に
な
ろ
う
と
言

う 迷
う
こ
と
は
な

い
、

自
分
の
意
思

を
貫
い
て
結
婚
し

な
さ
い
と
言
う

慎
重
に
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
と
言
う

あ
き
ら
め
る
よ
う

に
言
う

ど
う
言
え
ば
よ
い

の
か
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

577 13.5 21.8 25.6 1.2 25.0 4.0 8.8

男性 234 14.5 29.1 26.9 1.3 15.8 6.0 6.4

女性 336 13.1 16.4 25.3 1.2 31.5 2.7 9.8

16～19歳 65 21.5 40.0 13.8 0.0 13.8 6.2 4.6

20～29歳 74 17.6 32.4 21.6 0.0 23.0 1.4 4.1

30～39歳 71 8.5 23.9 36.6 2.8 19.7 2.8 5.6

40～49歳 78 17.9 20.5 29.5 2.6 17.9 7.7 3.8

50～59歳 115 19.1 20.0 28.7 0.9 24.3 2.6 4.3

60～69歳 101 10.9 21.8 25.7 0.0 26.7 5.9 8.9

70歳以上 150 10.0 15.3 20.7 1.3 33.3 4.0 15.3

年
齢

全体

性
別
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性別では、男性は「迷うことはない、自分の意思を貫いて結婚しなさいと言う」の 29.1％、女性は「ど

う言えばよいのかわからない」の 31.5％が最大である。男性は比較的積極的で、女性は判断保留の傾向が

見受けられる。 

年齢別では、16～19 歳（40.0％）と 20～29 歳（32.4％）は、「迷うことはない、自分の意思を貫いて結

婚しなさいと言う」が最も高かった。30～39 歳（36.6％）と 40～49 歳（29.5％）と 50～59 歳（28.7％）

は、「慎重に考えたほうがよいと言う」が最も高かった。60～69 歳（26.7％）と 70 歳以上（33.3％）は、

「どう言えばよいのかわからない」が最も高かった。 

このように年少世代、中間世代、高齢世代で考え方がはっきりと色分けされたのは特徴的である。 

 

【問 9 で「3」または「4」を選んだ方にお聞きします。】 問 9-1．「結婚は慎重に考えたほうがよい」「結

婚はあきらめたほうがよい」と考えるのは、どうしてですか。（○はいくつでも）(MA) 

 

全体では、「将来、結婚した本人やその子どもが差別を受けるかもしれないから」が 60.6％で最も高く、

次いで「将来、結婚した本人がいろいろトラブルに巻き込まれるかもしれないから」が 58.7％で続いてい

る。なお、本設問は今回新設されたので、前回（2019 年調査）との比較はない。 

性別では、男性が「将来、結婚した本人がいろいろトラブルに巻き込まれるかもしれないから」が

66.7％で最も高い。女性では「将来、結婚した本人やその子どもが差別を受けるかもしれないから」が

62.9％で最も高い。 

年齢別では、16～19 歳（55.6％）と 30～39 歳（60.7％）と 40～49 歳（68.0％）と 50～59 歳（61.8％）

は、「将来、結婚した本人がいろいろトラブルに巻き込まれるかもしれないから」が最も高い。20～29 歳

（87.5％）と 60～69 歳（65.4％）と 70 歳以上（72.7％）は、「将来、結婚した本人やその子どもが差別を

受けるかもしれないから」が最も高かった。 

このように両選択肢がほぼ並立しているのが特徴的である。 

 

  

（単位：％）

合
計

家
族
が
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そ
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に
従
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将
来
、

結
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本
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や
そ
の
子
ど
も
が
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別

を
受
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る
か
も
し
れ
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い
か
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同
和
地
区
の
人
と
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な
り
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く
な
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ら

将
来
、

自
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自
分
の

家
族
が
差
別
を
受
け
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

155 11.6 58.7 60.6 11.0 20.0 9.7 0.6

男性 66 7.6 66.7 57.6 10.6 24.2 6.1 1.5

女性 89 14.6 52.8 62.9 11.2 16.9 12.4 0.0

16～19歳 9 11.1 55.6 44.4 0.0 44.4 0.0 0.0

20～29歳 16 0.0 56.3 87.5 25.0 25.0 6.3 0.0

30～39歳 28 10.7 60.7 53.6 14.3 14.3 14.3 3.6

40～49歳 25 8.0 68.0 48.0 8.0 4.0 16.0 0.0

50～59歳 34 8.8 61.8 55.9 2.9 20.6 11.8 0.0

60～69歳 26 11.5 57.7 65.4 15.4 26.9 7.7 0.0

70歳以上 33 21.2 45.5 72.7 12.1 27.3 3.0 0.0

全体

性
別

年
齢
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(2)同和地区に関する発言について 

問 10．あなたは、この５年間に同和問題に関して、次のような発言を直接聞いたことがありますか。複数

ある場合は、強く印象に残っているものを選んでください。（○は１つ）(SA) 

 

この 5 年間での同和地区に関する発言について尋ねたところ、全体では「聞いたことがない」が 70.4％

と最大であった。また、何らかの発言を聞いたことがあるという選択肢の中では、「住宅を購入する際、同

和地区内の物件を避けたほうがいい」が 7.6％で最も高かった。なお、前回（2019 年調査）も、「聞いたこ

とがない」の 71.2%が最大で、発言の中では「住宅を購入する際、同和地区内の物件を避けたほうがいい」

の 8.4％が最大だったので、その傾向は継続している。 

性別では、男性は「聞いたことがない」が 70.９％で最大で、発言の中では、「住宅を購入する際、同和

地区内の物件を避けたほうがいい」が 6.8％で最大だった。女性は「聞いたことがない」が 70.2％と最大

で、発言の中では「住宅を購入する際、同和地区内の物件を避けたほうがいい」が 8.3％で男性よりも 1.5

ポイント高かった。 

年齢別では、16～19 歳（10.8％）と 20～29 歳（9.5％）と 30～39 歳（12.7％）と 40～49 歳（10.3％）

は、「同和地区は治安が悪い」が最大だった。20～29 歳（9.5％（上記と同率））と 40～49 歳（10.3％（上

記と同率））と 50～59 歳（10.4％）と 60～69 歳（5.9％）と 70 歳以上（6.0％）は、「住宅を購入する際、

同和地区内の物件を避けたほうがいい」が最大だった。 

このように年少世代と中間世代以降で体験が色分けされたのは、高額の費用を要する住宅購入というライ

フイベントを身近に感じるのか否かによるのではないかと思われる。 

 

  

（単位：％）

合
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同
和
地
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の
人
は
こ
わ
い

同
和
地
区
の
人
は
無
理
難
題

を
言
う

同
和
地
区
は
治
安
が
悪
い

住
宅
を
購
入
す
る
際
、

同
和

地
区
内
の
物
件
を
避
け
た
ほ

う
が
い
い

聞
い
た
こ
と
は
な
い

不
明
・
無
回
答

577 1.0 1.7 0.7 2.4 6.1 7.6 70.4 10.1

男性 234 1.3 1.3 0.9 3.0 6.4 6.8 70.9 9.4

女性 336 0.9 2.1 0.6 2.1 6.0 8.3 70.2 9.8

16～19歳 65 1.5 0.0 0.0 0.0 10.8 3.1 78.5 6.2

20～29歳 74 2.7 1.4 1.4 1.4 9.5 9.5 66.2 8.1

30～39歳 71 0.0 1.4 2.8 2.8 12.7 8.5 62.0 9.9

40～49歳 78 0.0 0.0 0.0 6.4 10.3 10.3 69.2 3.8

50～59歳 115 0.9 2.6 0.0 0.9 6.1 10.4 74.8 4.3

60～69歳 101 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 5.9 74.3 12.9

70歳以上 150 1.3 1.3 0.7 2.7 2.0 6.0 70.7 15.3

全体

性
別

年
齢



135 

 

【問 10 で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします。】 問 10-1．それは誰から聞きましたか。主なもの

を選んでください。（○は１つ）(SA) 

 

この 5 年間での同和地区に関する発言を誰から聞いたのかと尋ねたところ、全体では「家族」が 26.5％

で最大だった。なお、前回（2019 年調査）は、「友人」の 21.9%が最大で、次いで「職場の人」の 21.1％だ

った。 

性別では、男性は「職場の人」の 26.1％が最大で、女性は「家族」の 29.9％が最大だった。 

年齢別では、16～19 歳（50.0％）と 20～29 歳（36.8％）と 30～39 歳（35.0％）と 40～49 歳（23.8％）

と 50～59 歳（25.0％）は、「家族」が最大だった。40～49 歳（10.3％（上記と同率））と 60～69 歳

（30.8％）は「友人」が最大だった。50～59 歳（25.0％（上記と同率））と 70 歳以上（28.6％）は、「職場

の人」が最大だった。 

このように大多数の世代が「家族」からと回答したのが特徴的だった。 

 

【問 10 で「１」～「６」を選んだ方にお聞きします。】 問 10-2．それを聞いたとき、どう感じました

か。また、どうしましたか。（○は１つ）(SA)  

（単位：％）

合
計

家
族

親
戚

近
所
の
人

友
人

職
場
の
人

知
ら
な
い
人

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

113 26.5 13.3 6.2 14.2 17.7 8.8 12.4 0.9

男性 46 21.7 10.9 6.5 13.0 26.1 4.3 17.4 0.0

女性 67 29.9 14.9 6.0 14.9 11.9 11.9 9.0 1.5

16～19歳 10 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 20.0 0.0

20～29歳 19 36.8 15.8 5.3 5.3 15.8 5.3 15.8 0.0

30～39歳 20 35.0 15.0 5.0 0.0 15.0 0.0 30.0 0.0

40～49歳 21 23.8 9.5 0.0 23.8 4.8 14.3 19.0 4.8

50～59歳 24 25.0 4.2 16.7 12.5 25.0 12.5 4.2 0.0

60～69歳 13 23.1 23.1 0.0 30.8 23.1 0.0 0.0 0.0

70歳以上 21 9.5 14.3 9.5 14.3 28.6 14.3 9.5 0.0

全体

性
別

年
齢

（単位：％）
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思
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・
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相
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く
に
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も
思
わ
な

か
っ

た

不
明
・
無
回
答

113 19.5 55.8 11.5 1.8 10.6 0.9

男性 46 23.9 47.8 10.9 0.0 15.2 2.2

女性 67 16.4 61.2 11.9 3.0 7.5 0.0

16～19歳 10 20.0 30.0 20.0 0.0 30.0 0.0

20～29歳 19 10.5 36.8 21.1 0.0 31.6 0.0

30～39歳 20 20.0 70.0 10.0 0.0 0.0 0.0

40～49歳 21 23.8 47.6 9.5 4.8 14.3 0.0

50～59歳 24 20.8 62.5 0.0 0.0 16.7 0.0

60～69歳 13 23.1 38.5 15.4 7.7 7.7 7.7

70歳以上 21 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0 0.0

全体

性
別

年
齢
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この 5 年間での同和地区に関する発言を聞いてどう感じたのか、またどうしたのかを尋ねたところ、すべ

てのカテゴリーで「そういう見方もあるのかと思った」が最大だったのが特徴的だった。 

割合は、全体では 55.8％だった。なお、前回（2019 年調査）も「そういう見方もあるのかと思った」の

58.8%が最大だった。 

性別では、男性は 47.8％で、女性は 61.2％だった。 

年齢別では、16～19 歳が 30.0％、20～29 歳が 36.8％、30～39 歳が 70.0％、40～49 歳が 47.6％、50～59

歳が 62.5％、60～69 歳が 38.5％、70 歳以上が 71.4％だった。なお、16～19 歳では「とくに何も思わなか

った」が上記と同率で 30.0％だった。 

 

(3)同和地区内の不動産取引について 

問 11．あなたが新たに住まいを選ぶ際、価格や交通の便などの希望条件に合致した物件が同和地区内にあ

ったとしたら、あなたはどうしますか。（○は 1 つ）(SA) 

 

希望に合致した物件が同和地区内にあったときにどうするのかを尋ねたところ、性別および年代の 30～

39 歳を除くすべてのカテゴリーで、「どちらかといえば避けると思う」が最大であるのが特徴的だった。 

全体では 38.1％だった。なお、本設問は今回新設なので、前回（2019 年調査）との比較はない。 

性別では、男性は 30.3％で、女性は 43.8％だった。 

年齢別では、16～19 歳が 30.8％、20～29 歳が 37.8％、40～49 歳が 33.3％、50～59 歳が 47.0％、60～69

歳が 33.7％、70 歳以上が 42.0％だった。なお、30～39 歳では「避けると思う」が 29.6％だった。 

 

 

  

（単位：％）

合
計

避
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思
う

ど
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不
明
・
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577 21.3 38.1 20.3 11.4 8.8

男性 234 23.9 30.3 22.6 15.0 8.1

女性 336 19.9 43.8 19.0 8.3 8.9

16～19歳 65 13.8 30.8 24.6 27.7 3.1

20～29歳 74 17.6 37.8 20.3 20.3 4.1

30～39歳 71 29.6 28.2 19.7 15.5 7.0

40～49歳 78 28.2 33.3 26.9 9.0 2.6

50～59歳 115 22.6 47.0 18.3 8.7 3.5

60～69歳 101 20.8 33.7 24.8 10.9 9.9

70歳以上 150 15.3 42.0 17.3 9.3 16.0

年
齢

全体

性
別
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【問 11 で「１」または「2」を選んだ方にお聞きします。】 問 11-1．あなたはなぜそのように思うのです

か。（○はいくつでも）(MA) 

 

 

なぜそう思うのかを尋ねたところ、全体では「同和地区に住むことで、自分や家族が差別を受けるかもし

れないから」が 35.6％で最大だった。 

性別では、男性も女性も「同和地区に住むことで、自分や家族が差別を受けるかもしれないから」が最大

で、男性は 39.4％、女性は 33.6％だった。 

年齢別では、16～19 歳（44.8％）と 40～49 歳（41.7％）と 50～59 歳（33.8％）は、「同和地区に住むこ

とで、自分や家族が差別を受けるかもしれないから」が最大だった。60～69 歳（47.3％）と 70 歳以上

（40.7％）は、「同和地区の生活環境や慣習などが自分には合わないと思うから」が最大だった。20～29 歳

は「同和地区には住まない方がいいと聞いたことがあるから」の 29.3％が最大だった。30～39 歳は「同和

地区は治安が悪いから」と「同和地区の物件は価格上昇が見込めないから（転売が難しいと思うから）」が

同率での最大で 39.0％だった。 

 このように、自分や家族が部落差別に巻き込まれる恐れや、転売が難しいなどの経済的動機から、同和地

区に引っ越したり、住宅を購入したりすることが忌避される傾向があることが分かった。 

 

３．考察および提言 

以上の調査結果の分析から、本市における人権に関する市民意識には、次のような傾向を見出すことがで

きる。 

まず、高齢者や障がい者の人権については、世代などによる立場の違いから生じる認識のずれがある。 

また、本市では、これまで長年にわたって部落差別の解消に取り組んできたが、結婚や住宅購入にまつわ

る差別はいまだに一定程度持続している。 

その背後には、「関係者差別」や「みなし差別」に対する不安と回避願望があるのではないかと考えられ

る。ちなみに、関係者差別とは「被差別当事者と何らかの関係があること、たとえば被差別当事者の家族や

（単位：％）
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そ
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不
明
・
無
回
答

343 35.6 32.7 25.7 20.1 24.2 25.1 7.6 1.2

男性 127 39.4 35.4 32.3 25.2 28.3 17.3 6.3 0.0

女性 214 33.6 30.8 22.0 17.3 22.0 29.0 8.4 1.9

16～19歳 29 44.8 24.1 20.7 34.5 6.9 17.2 6.9 0.0

20～29歳 41 22.0 12.2 26.8 26.8 9.8 29.3 12.2 0.0

30～39歳 41 29.3 34.1 29.3 39.0 39.0 29.3 12.2 0.0

40～49歳 48 41.7 20.8 22.9 39.6 22.9 20.8 8.3 0.0

50～59歳 80 33.8 22.5 30.0 15.0 22.5 17.5 10.0 1.3

60～69歳 55 45.5 47.3 29.1 10.9 32.7 25.5 5.5 0.0

70歳以上 86 29.1 40.7 17.4 9.3 19.8 30.2 5.8 3.5

全体

性
別

年
齢
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恋人、友人であるということを理由に行われる差別」であり、みなし差別とは「差別が行われる属性を持つ

かどうかに関わりなく、属性を持つものとみなして行う差別」であると定義されるが（李 嘉永 2020）、結

婚や住宅購入という人生の一大事をきっかけとして、もしかしたら自分や家族が部落差別に巻き込まれるか

もしれないという漠然とした不安が生じてしまい、やがてそれが部落に対する忌避意識へと明確に転じてゆ

き、結果として差別が広く深く人々の心の内に温存され、また次の世代にも伝承されてしまうという、いわ

ば「負のスパイラル」ともいえる一連の流れが横たわっているように見受けられる。 

したがって、これらの差別を解消するための人権教育・啓発や人権相談などに関して、以下のように提言

する。 

 

(1)地域共生社会の構築に向けた人権教育・啓発および福祉教育の推進 

 前述のように、高齢者や障がい者の人権については、場面によっては性別や世代間で立場の違いから認識

のずれが生じることが分かった。このような垣根を超えて老若男女が手を携えるためには、たとえば、誰も

が不慮の事故や病気などによって、ある日突然に障がい者になる可能性があるという観点から、あるいは、

現在の高齢者の問題は、やがて自分の身にも起こりうるという観点から、他人事ではなく「我が事」として

認め合い、ともに手を取り合って地域共生社会の構築に取り組めるように、人権教育・啓発および福祉教育

を推進する必要がある。 

 

(2)豊中市立人権平和センターの認知度と心理的アクセシビリティの向上 

人権問題に関する相談窓口の認知について（問 15）では、「豊中市立人権平和センター」は「内容まで知

っている」8.0％、「聞いたことはあるが内容までは知らない」45.4％、「まったく知らない」が 47.3％であ

った。また、同センター内などで実施している「人権相談、総合生活相談」は、「内容まで知っている」

4.2％、「聞いたことはあるが内容までは知らない」29.8％、「まったく知らない」が 63.4％であった。これ

らについて、市民の人権平和センターに対する認知度は「内容まで知っている」と「聞いたことはあるが内

容までは知らない」の合計で 50％以上、「人権相談、総合生活相談」も同じく 30％以上と評価できる。 

ところが、「差別を受けたときの対応」（問３－１）においては、「市役所に相談した」が 1.7％、「人権平

和センターに相談した」が 0.0％にとどまっている。 

その一方で、「黙って我慢した」は 59.9％であった。また、相談先については「友人・家族など身近な人

に相談した」が 39.0％であった。つまり、差別を受けても約６割の人は黙って我慢してやり過ごしてきた

のであり、仮に相談相手がいたとしても約４割が友人や家族など身近な人であり、その人が人権問題に精通

していなければ、専門的な助言や支援を受ける機会にはつながらないかもしれない。 

このギャップについてどう解釈すべきだろうか。ここでは仮に、人権相談に対する潜在的需要が市民の間

に一定程度あると仮定してみよう。だが、もしそうだとしても、たとえ「豊中市立」や「人権」などの金看

板を掲げていたとしても、名前を聞いたことはあるが何をしているのか、事業内容さえもわからないような

ところに、今自分が直面している人権や差別にかかわるセンシティブな問題について、自分から進んで相談

しようと思うだろうか。それどころか、その存在さえまったく知らなかったとすれば、相談のしようもない

だろう。 

したがって、豊中市立人権平和センターが市民から真に認知を得て、さらに心置きなく人権相談ができる

ように信頼を得るためには、広報とよなか、市のホームページ、ＳＮＳ、プレスリリースなど多角的な情報

発信に常に努めて、人権相談や総合生活相談および各種イベントなどの諸事業について周知を図るととも
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に、具体的な相談内容にもとづいて問題解決までの道筋を例示したり、その過程を通じて親身になって寄り

添う姿勢をアピールしたりするなど、人権平和センターに対する心理的アクセシビリティをより一層向上さ

せる努力が必要である。 

 

(3)宅建業者と連携した人権啓発の実施 

 同和地区に対する土地差別１）は、実際には不動産取引の現場において発生する可能性が高い。これにつ

いて、国土交通省では、同和地区であるかどうかの情報は宅建業法上の重要事項説明の対象外であるとの見

解を示している。また、大阪府では「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が制定され

ており、同和地区の所在地を調査したり報告したりする行為が禁止されている。 

したがって、市内の宅建業者が正しい知識と姿勢を持って対応できるように、本市が宅建業者などに継続

的な啓発や情報提供などを行うことによって、宅建業者と連携した人権啓発の実施が求められる２）。 

 

(4)「寝た子を起こすな論」に関する一見解 

最後に、各対象者別の人権や差別に対する考え方（問 13）では、「ウ．同和問題は、そっとしておけば自

然となくなる問題だから、同和教育・啓発はしないほうがよい」について、「そう思う」が 11.1%、「どちら

かといえばそう思う」が 17.2%と、いわゆる「寝た子を起こすな論」に３割近くの人が賛意を示している。 

けれども、本調査の結果からは、結婚や住宅購入などの重大なライフイベントに際して、家族など身近な

人からの助言や忠告などのかたちで、部落差別に関するネガティブな情報がもたらされている。このような

日常生活に埋め込まれた差別を「マイクロアグレッション」３）というが、これが自然のうちに解消される

ことは期待できない。 

したがって、本市は、部落差別などの解消に向けて、引き続き積極的に人権教育・啓発に取り組むべきで

ある。 
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自由記述（問 18 ）からみえてきた人権教育・啓発の課題 

石元清英 

 

 問 18 は自由記述となっており、「人権が尊重されるまちをつくるために、あなたはどのようなことができ

ると思いますか」と問うている。 

 何らかの記述があったのは 391 件で、男性 159 件、女性 229 件、その他・無回答 3 件であった。「あなた

はどのようなことができると思いますか」と問うているので、調査対象者ができると思うことを記入したも

のが多くあがった。 

 たとえば、「お互いに思いやりと気遣いを持てば、無用な争いや諍いは少なくなると思います。自己中心

的な考えを持つのではなく、自分が相手の立場である時のことを考えれば、そのような気持ちは自ずと持て

るようになると考えます」（40～49 歳女性）というように、優しさや思いやりの心をもつことが大事だとい

う記述が多くみられた。このほかにも「自分のことだけではなく、周りを気遣うまちづくり、近所づきあい

が一番大事」（16～19 歳男性）、「周囲の人への思いやり、イライラしない等感情のコントロールが大事」

（40～49 歳男性）、「思いやりある態度、言葉がけを常に心掛けることです」（50～59 歳男性）、「相手への理

解と思いやり」（20～29 歳女性）、「人に優しく、偏見をなくすこと」（30～39 歳女性）、「思いやりや優しさ

をみんなが持つ」（60～69 歳女性）などがあがった。 

また、自分ができることとして、「自分はもちろん、友達が差別的な発言をした時に注意して、意識を変

えていく」（16～19 歳男性）、「偏見を持たないように努める事ぐらいしかできないと思う」（20～29 歳男

性）、「ネットや SNS の情報を鵜吞みにしない。安易に拡散しない」（40～49 歳男性）、「異なる考え方を認め

ること。その上でギャップがある場合に対話をし、着地点を見つける努力をすること」（60～69 歳男性）、

「人権侵害の場に出くわしたら、その場で注意する」（40～49 歳女性）、「日常生活において普通に接してい

けばと思います。また、町内会やいろいろな行事にお互いが参加していけばよいと思います」（70～79 歳女

性）などがあがった。 

知識を獲得する大事さについての記述も多くみられた。たとえば、「まずは現状（事実）を知ることが大

事だと思います」（50～59 歳男性）、「人権に対する正しい知識を私たち一人ひとりが身につけ、意識を持っ

て過ごしていくべき」（16～19 歳女性）、「人権問題に関心を持ち、知識を深めるようにする」（50～59 歳女

性）などである。そして、調査票への回答を通して気づいた点を記述しているものとして、「問 15 で問われ

た市の条例や施設・取組みについて、私はほとんど知らなかったので、まずはこういった制度があることを

知る必要があると感じました」（30～39 歳女性）、「問 15 で行政の取組など今まで関心がなかった。これか

らは少しずつでもまず関心を持っていくことだと思います」（60～69 歳女性）、「質問に答えながら、今まで

関心がなかった事に気づきました。興味を持って知識を広げたいと思いました」（60～69 歳女性）、「憲法を

身近なものとして学び直したいと思います」（70～79 歳女性）などがあがった。 

一方、「人権は尊重されるべきだが、自分の生活に精一杯なので、そこまで考える余裕はない」（40～49

歳男性）、「具体的な人権侵害を知らないので、何ができるか分からない」（60～69 歳男性）、「人間一人がな

にかした所で、まちの意識が大きく変わるわけではない」（20～29 歳女性）など、具体的に自分ができるこ

とがわからない、できることはないといった記述も多くあがった。 

また、自分ができることではないが、人権教育や啓発の充実など、行政への提案が多くあった。 

問 18 の問からは外れ、人権問題に関する自身の考えが書かれたものも多くみられた。なかでも多いのが

同和問題で、「同和差別も知らなければ差別しようがないので、知らない人にわざわざ積極的に周知してい
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かないで良い」（30～39 歳）、「小学校の道徳の時間に習うまでは同和問題の事は知らなかった。知らなけれ

ば差別の感情もなかったのではないか。逆に知ったことで、変な関心を持ってしまう事が心配です」（50～

59 歳女性）、「人権とばかり言うと、何これと差別が出来る。言わない方が良い」（80 歳以上女性）といっ

た、いわゆる「寝た子を起こすな」という内容の記述がみられた。しかし一方で、「以前まで「寝た子を起

こすな」理論に賛同していたが、仕事で研修を受けた結果、このままだと「同和地区と聞いたから、なんと

なく避ける」といった無意識レベルの差別はなくならないため、正面から教育、啓発していくべきだと、考

えが変わった」（20～29 歳）、「自分は人権センターの近くで育ってきて、同和問題について学校で学ぶ機会

が多かったけど、高校に進学してからは、周りの友達が部落や同和問題について全く知らない子ばかりでび

っくりしたので、もっと世間にこの問題を明るみにした方が良いと思う」（16～19 歳女性）といった部落問

題学習の重要性を指摘する記述もあった。 

問 10 でみたように、この 5 年間に限っても、６つの同和問題に関する差別的な発言を直接聞いたことが

あるのは 19.6％であった。2 割ほどの人がこの 5 年間に同和問題に関する差別的な発言を直接聞いているの

である。その際、同和問題に関する正しい知識をもっていなければ、その差別的な発言内容を鵜呑みにして

しまうことになる。現に、問 10－2 では、差別的な発言を聞いて、反発・疑問を感じたのは 13.3％にすぎ

ないのである。このように、何も教えなければ、部落差別は自然と解消するものではなく、再生産され続け

ていくのである。それゆえ、教育・啓発が必要なのであり、「寝た子を起こすな」という考え方を批判して

いくことは大事である。 

同和問題以外では、「日本に住む以上、日本の文化伝統に従うべき。郷に入っては郷に従え精神が最も重

要」（30～39 歳男性）、「外国人（中国人、朝鮮人、クルド人、イスラム人、ベトナム人）が日本の法律を守

らず、日本人差別をする。犯罪者は日本から強制送還すべき」（40～49 歳男性）、「犯罪が多い外国人等は強

制送還を進めることが一番だと思います。日本の法律やルールを守らず、日本人差別をする人達と共存する

必要はない」（40～49 歳男性）、「外国人差別とよく言われますが、実際は日本人のほうが差別されているよ

うに思います」（年齢無回答・女性）というように、在日外全国国人に関する批判が多くあがった。 

たしかに外国籍住民と地域住民とのトラブルが報道されることがあるが、外国籍住民が地域住民と共生し

ている事例は各地に数多くあり、その件数は前者を大きく上回っている。ただこうした事例は問題が生じて

いるわけではないので、目立つことはなく、また報道もされない。一部のセンセーショナルな報道に惑わさ

れることなく、地域における外国籍住民との共生の必要性を広く啓発していくことが必要であると思われ

る。 
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豊中市人権文化のまちづくりをすすめる協議会 答申案 

 

 

豊中市長より諮問された 

・人権についての市民意識調査（予定）について  

・人権平和センターの取組みについて  

・多文化共生の取組みについて  

・庁内各附属機関委員就任者向けの人権啓発についてなど 

以上４つの項目について、本協議会は 2024 年度〜2025 年度の６回の協議における議論を行った。 

 

１ 人権についての市民意識調査について 

意識調査の設問等について審議し、同調査の結果について下記のとおり意見を付記する。 

① 人権教育・啓発の課題 

豊中市の人権教育・啓発の課題として、主として以下の 2 点を指摘することができる。 

第１に、市民の権利や憲法についての理解が低いことである。「人権には必ず義務がともなう」とい

う意見についてどう思うのかを問うと、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた回答

『そう思う』の割合が 60.6％であり、「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」を合わせ

た回答『そう思わない』は 12.8％にすぎない。そして、「日本国憲法は、国民が従うルールである」と

いう意見については『そう思う』の割合が 70.9％で、『そう思わない』の割合 11.7％を大きく上回って

いる。このように、これらの意見を肯定する回答が多くなっているのであるが、この２つの意見はいず

れも正しくない。 

 人権は、すべての人が生まれながらにもっている権利であり、何らかの義務を果たした人に人権が与

えられたり、義務を果たさなかったという理由で、人権が奪われたりするものではない。権利の行使に

は責任がともなうが、義務はともなわないのである。責任と義務を混同しているのではないかと思われ

る。人権に義務がともなうという誤解は、個々人の権利の行使を抑制し、我慢を強いることにもなりか

ねない。また、自分の権利を主張することが「自分勝手」や「わがまま」といった間違った見方を生む

ことにもなる。 

 「日本国憲法は、国民が従うべきルールである」という意見も間違っている。強大な力を持つ国家が

暴走し、国民の権利を侵害することがないように、国民が国家に対して、してはいけないこと、しなけ

ればならないことを示したものが憲法であり、憲法は国家権力を縛り、国家の権力行使をコントロール

するものである。したがって、憲法に従うのは国民ではなく、国家である。 

 憲法で保障されている権利である「表現の自由」「生存権」「団結権」に国民の権利とは無関係である

項目（ 「税金を納める」「目上の人に従う」「道路の右側を歩く」）を加えた 6 つの選択肢から憲法で決め

られている国民の権利を選択する問４では、「表現の自由」「生存権」「団結権」の 3 項目だけを選んだ

のは 18.7％にすぎなかった。憲法で決められている国民の権利について正しく理解していない市民が非

常に多いのである。自分がどんな権利を持っているのか、知らなければ、権利を行使することもできな

いし、自分の権利を守ることすらできない。権利に関する基本的なことが理解されていないのである。 

 以上に述べた権利や憲法の理解は、いわば人権意識の土台といえるもので、権利や憲法を正しく理解
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することは、人権意識の土台を固め、高い人権意識の形成につながるといえよう。今回の調査では、権

利や憲法の理解が高い人ほど、人権意識が高いという結果が出ている。権利や憲法の理解を高める人権

教育・啓発の取組みが必要である。 

 調査結果から明らかになった人権教育・啓発の課題の２つ目は、若年層の回答に自己責任論の影響が

強く表れているということである。人権に関わるさまざまな意見や考え方に対して『そう思う』と回答

した割合を年齢別にみると、次のような意見や考え方について 16〜19 歳では、『そう思う』という回答

割合が最も高くなっていた。 

 問 2 では、「差別の原因は、差別された人の側にもある」16〜19 歳 27.7％（全体 16.6％）、「差別され

た人は、まず世のなかに受け入れられるように努力する必要がある」16〜19 歳 37.3％（全体 18.7％）、

「人権問題は、差別する人と差別される人との問題であり、自分には関係がない」16〜19 歳 21.5％

（全体 8.1％）、「競争社会だから、競争に負けた人が不利益を受けるのは仕方がない」16〜19 歳 41.5％

（21.8％）、問 6 では、「いじめはいじめを受ける子どもにも問題がある」16〜19 歳 44.6％（全体

15.6％）、「不登校は本人が努力すれば克服できるはずだ」16〜19 歳 20.0％（全体 10.9％）、問 7 では、

「悪徳商法や詐欺などによる被害が多いのは、高齢者の注意が足りないからだ」16〜19 歳 30.8％（全

体 10.9％）、「介護を受ける高齢者が、あまりあれこれ自己主張するのはよくない」16〜19 歳 47.7％

（全体 23.6％）、「民間企業は利益が第一なので、障害者の雇用が進まなくても仕方がない」16〜19 歳

35.4％（全体 13.7％）、問 8 では、「外国人は職場で仕事の内容や待遇面に関して不利益な扱いを受けて

も仕方がない」16〜19 歳 21.5％（全体 7.6％）、そして、問 13 の「結婚に際して相手が同和地区出身者

かどうかを調べることは人権侵害である」という意見に対しては、16〜19 歳で『そう思う』が最も低

く、『そう思わない』が最も高かった（『そう思う』30.8％、全体 44.4％、『そう思わない』36.9％、全

体 20.3％）。 

 また、問 2 の「人権には必ず義務がともなう」という意見に『そう思う』と回答した割合が最も高か

ったのも 16〜19 歳であった（76.9％、全体は 60.7％）。 

 以上のように、差別やいじめ、不登校の原因を当事者の側に求めたり、社会的弱者や少数者が不利益

を受けるのは仕方がないというような意見を若年層の多くが受け入れているのであり、人権問題を他人

事にみなす若年層も多いのである。小中学校で人権教育を受けてきているであろう 16〜19 歳で、この

ように、自己責任論に依拠したかのような回答が目立ち、人権には義務がともなうと誤解している回答

が多いのであろうか。これまでの人権教育の成果と問題点を明らかにし、これからの人権教育の進め方

を検討していく取り組みが急務であると考えられる。 

② 多文化共生について 

 今回の調査の外国籍住民の人権に関する結果と過去の結果を比較すると、「理由に関わらず、不法滞

在の外国人を国外に強制退去させることは問題だ」という意見に対して『そう思わない』と回答した割

合は、2013 年 46.2％、2019 年 42.9％、2025 年 51.5％と、強制退去を問題だとはみなさない回答割合

は、2013 年から 2019 年にかけてはやや減少していたが、2025 年になると、8.6 ポイント上昇し、5 割

を超えている。そして、「在日外国人の地方参政権を認めていないことは人権侵害である」という意見

に対して『そう思わない』と回答した割合は、2013 年から 2019 年にかけて 24，9％から 22.8％へと、

2.1 ポイント減少していたが、2025 年は 42.0％と、19.2 ポイントも増加している。 

 このように、外国籍住民に対する厳しい見方が目立ってきているのである。これは国の外国人政策の
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方針変更など影響しているものと考えられる。また、外国人集住地域での近隣住民とのトラブルがメデ

ィアで取り上げられ、それが SNS で誇張され、拡散されていることも影響しているであろう。そして

在日外国人がさまざまな面で優遇されているという誤った情報（いわゆるフェイク情報）が SNS で飛

び交い、外国人が優遇されている分、日本人が損をしているという主張が広がっており、外国籍住民に

対する厳しい見方はさらに強くなるように考えられる。 

 しかし、外国人集住地におけるトラブルにしても、一過性のものが多く、日本に住む外国人の多くは

日本社会で共生して生活を送っているのである。こうした事例が数多くあるのにもかかわらず、それら

は問題が生じているわけではないので目立つことはなく、トラブルだけに注目が集まるのである。 

 外国籍住民への規制強化の主張をはじめ、外国籍住民への厳しい見方は、新たな外国人排斥・外国人

差別につながる恐れがある。したがって、フェイク情報を点検し、その間違いを指摘していくことが大

事であり、地域社会において多様な人たちが互いに理解し合い、尊重し合える共生関係をつくっていく

ことの意義を伝えていく啓発が今こそ推進されるべきである。 

 

２ 人権平和センターの取組みについて 

① 児童育成支援拠点事業 

児童育成支援拠点事業として、人権平和センター豊中においては、こどもの学び・居場所事業を実施

し、同センター螢池においては、こども多世代ふれあい事業を実施している。様々な事情や背景から学

校に通いづらい状況の子どもたちが増えている中、多様な居場所や支援の場があるということは大変重

要であり、人権平和センターにおいても児童育成支援拠点事業が実施されていることは有意義である。

子ども自身が、自分がしんどい状況に置かれていることに気づいていないようなケースが結構あるので

はないかと考える。令和 7 年度からは、全市的な子どもの支援体制強化のために、こども支援課に業務

移管されたが、移管先において、今後、子どもが自分の状況を客観的に認識できるような、子ども自身

の気づきを促すような取組みを期待する。 

② 相談及び人権・平和啓発事業 

相談事業においては、人権相談と生活総合相談を行っている。人権相談においては、令和 6 年度と 

前年度比較では同数（68 件）、令和 7 年度（12 月末現在の数値）は、34 件で減少傾向にある。一方、

総合生活相談においては、令和 6 年度（269 件）と、前年度を（189 件）比較すると、増加している

が、令和 7 年度（161 件・12 月末現在の数値）は、減少傾向にある。相談内容は多岐にわたっており今

後とも、相談者に寄り添った丁寧な傾聴を継続するとともに引き続き、関係先への適切なつなぎを行う

ことを期待する。 

人権・平和啓発事業においては、戦争の記憶を若い世代に継承していく取り組みを進めていくこと

が、市民全体の平和意識の涵養に資すると考えられる。そのような考えの中、令和 6 年度においては、

沖縄市との兄弟都市提携 50 周年を迎え、オンラインシンポジウムや講演会、平和学習プロジェクトな

ど、さまざまな取組みを実施している。とりわけ、平和学習プロジェクトにおいては、高校生の沖縄派

遣事業を実施し、沖縄市内の戦跡巡りや学習発表会をしながら、交流を深め、平和を自分事としてとら

えるきっかけになったと考えられる。令和 7 年度においては、戦後 80 周年の取組みとして、高校生を

対象にした平和に関するショート動画のワークショップを実施し、完成した動画を市ホームページで発

信し、幅広い世代に対して平和の尊さを呼びかけている。今後とも、戦争の記憶を若い世代に継承し、
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平和への取り組みを自分事としてとらえてもらえるよう、啓発を推進されるべきである。 

 

３ 多文化共生への取組みについて   

① 多文化共生指針の進捗について 

少子高齢化を背景とした外国人人材の受入れの増加に伴い、豊中市においても、外国籍住民が増加の

一途をたどっている。そのような中、市が策定している「多文化共生指針」に基づく各種施策を着実に

実施するとともに、小学校区単位で組織されている地域自治組織等においても多文化共生の理念を浸透

させていくことが今後ますます求められる。また、学校園にも外国につながりのある子どもたちが増え

ているため、日本語学習の支援だけでなく、文化の違いを相互に学び合える取組みを推進してほしい。 

 加えて、先述のとおり、外国人住民への見方が厳しくなる中、市に寄せられる排他的な意見に対して

毅然と対応できるよう、職員研修を充実させ、市民に問われた場合にきちんと説明できる体制を構築す

る必要がある。 

とよなか国際交流センターにおいては、多言語スタッフや専門相談員による相談事業をはじめ、多岐

にわたる外国人支援や国際理解の取組みを展開していることは非常に評価できる。 

 相談事業に関しては、今後、少子高齢化の進展に伴い、ひとり暮らし外国人高齢者の介護問題も課題

となると想定される。行政の関係部局とも連携し、対応していただきたい。 

② 「やさしい日本語」の啓発について 

 ワークショップの開催や動画の作成に取り組むということだが、動画をオンライン上で公開すること

によって、色々な人がアクセスできるようになり、外国人住民に関わる機会のある人が学びやすくなる

と期待できる。例えば、学校関係者が外国籍の保護者とコミュニケーションをとるときに、どのような

言葉で伝えたらよいのか等を学ぶことができるようになる。ぜひ動画を公開されたい。 

 

４ 庁内各附属機関委員就任者向けの人権啓発についてなど 

各附属機関委員就任者向けの人権啓発の内容について審議し、啓発リーフレットを作成した。 

作成されたリーフレットが、今後、各附属機関において、人権尊重を基軸とした議論が活発になるこ

とを期待する。 

 

５ まとめ 

 人権に関する課題がますます複雑化・多様化する社会の中で、豊中市が、人権尊重が当たり前のこと

として受け入れられる人権に根ざした文化を創造し、すべての人の人権が尊重されるまちづくりに向

け、着実に人権行政を推進することを強く要望し、本答申とする。 

 

 


